
 

佐  佐世保支部不動産セミナー 

開催のお知らせ 
 
 
 

【開催にあたり】 この研修は、宅建業法第 64条の 6に基づいて実施される研修であり、 

宅地建物取引業に従事する者等に対し、宅地建物取引業に関する知識 

及び能力の向上のため実施いたします。 

 

【研修テーマ】  ①佐世保市立地適正化計画（案）について（30分）  

講師：佐世保市 都市政策課  主査 牟田 耕平 様 

         ②都市計画法の改正等に伴う市街化調整区域の緩和条例の一部改正 

について（30分)   

講師：佐世保市 建築指導課  主査 松尾 圭祐 様  

          

【日程・場所】 令和 5年 2月 14日（火） 13時 30分～15時 00分 

         ホテルフラッグス九十九島 

 

【受講対象者】 宅地建物取引業に従事する者および従事しようとする者、一般消費者  

 

【申 込 方 法】  宅建協会まで電話にてお申し込み下さい。 

（☎：０９５－８４８－３８８８） 

   

【受 講 料】 宅建協会会員 無 料、宅建協会会員以外５００円（テキスト代含む） 

 

【主 催】 （公社）長崎県宅地建物取引業協会 

 

 

 

 


